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平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道行政組織規則の一部を改正する規則
北海道行政組織規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
目次中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に、「第 条の７」を「第 条の６」に、

「野幌森林公園事務所（第 条─第 条）」を「削除」に改める。
第５条第３項の表地域振興・計画局の項中「計画室」を「地域づくり支援室 計画室」に
改め、同表新幹線・交通企画局の項の次に次のように加える。

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話

印刷 富士プリント

目 次 ページ

保健医療局 地域医師確保推進室

福祉局 ねんりんピック推進室

第６条第３項の表国際課の項の次に次のように加える。

市町村課 市町村財政健全化支援室
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第７条第３項の企画振興部地域振興・計画局計画室の事項の前に次の１事項を加える。
企画振興部地域振興・計画局地域づくり支援室

地域振興の企画及び総合調整に関すること。
地域づくり施策の企画、調整及び推進に関すること。
経済の調査及び分析に関すること。

第７条第３項の企画振興部新幹線・交通企画局新幹線対策室の事項の次に次の２事項を加
える。
保健福祉部保健医療局地域医師確保推進室
地域の医師確保に関すること。

保健福祉部福祉局ねんりんピック推進室
第 回全国健康福祉祭北海道・札幌大会に関すること。

第８条の４税務課の事項第４号中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
第９条の４に次の１項を加える。

２ 市町村財政健全化支援室の分掌事務は、前項の市町村課の分掌事務のうち第２号に掲げ
る事務（市町村の財政に関することに限る。）並びに第４号及び第９号に掲げる事務とす
る。
第 条の３自然環境課の事項第５号を削る。
第 条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「前３項」を「前項」に改め、後段を削り、

同項を同条第２項とする。
第 条経理課の事項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号から第 号までを１号

ずつ繰り上げる。
第 条第１項の表職員監の項の次に次のように加える。

第 条中「つかさどる局」を「つかさどる局、室」に改め、同条の表中「の局」を「の局、
室」に改め、同表北海道総合開発委員会の項、北海道国土利用計画審議会の項及び北海道土
地利用審査会の項中「地域振興・計画局」を「地域振興・計画局計画室」に改め、同表北海
道固定資産評価審議会の項の次に次のように加える。

危機管理監 総務部危機対策局防災消防課

第 条の表北海道中小企業調停審議会の項の次に次のように加える。

第 条地域振興部の事項中第 号を第 号とし、第７号から第 号までを１号ずつ繰り下

げ、第６号の次に次の１号を加える。
国民保護に関すること。

第 条第１項地域政策課の事項中第 号を第 号とし、第７号から第 号までを１号ずつ
繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。

国民保護に関すること。
「第２款 道税事務所」を「第２款 札幌道税事務所」に改める。
第 条中「北海道道税事務所設置条例（昭和 年北海道条例第 号）」を「北海道札幌道

税事務所条例（平成 年北海道条例第 号）」に、「道税事務所の」を「札幌道税事務所
の」に改め、同条の表中「北海道札幌中央道税事務所」を「北海道札幌道税事務所」に改め、
「のうち中央区、西区及び手稲区」を削り、同表北海道札幌北道税事務所の項及び北海道札
幌南道税事務所の項を削る。
第 条中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
第 条の２及び第 条を次のように改める。
（内部組織及び分掌事務）
第 条の２ 札幌道税事務所に税務管理部及び自動車税部を置き、次の事務を分掌させる。
税務管理部

道税の賦課徴収に関すること（自動車税部の主管に属するものを除く。）。
道税の収納、道税に係る諸証明等に関すること。

自動車税部
自動車税及び自動車取得税の賦課徴収に関すること。
道税の収納、道税に係る諸証明等に関すること。

（課の分掌事務）
第 条 税務管理部に課税第一課、課税第二課及び納税課を置き、次の事務を分掌させる。
課税第一課

道民税、事業税及び鉱区税（以下この項において「道民税等」という。）の賦課に
関すること。
道民税等の賦課に係る犯則取締りに関すること。
道民税等の賦課に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
納税相談に関すること。
庶務に関すること。
財務に関すること。
その他所内他課の主管に属しないこと。

課税第二課
不動産取得税、道たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税（以下この項において
「不動産取得税等」という。）並びに循環資源利用促進税の賦課に関すること。

北海道本人確認情報保護審議会 地域振興・計画局市町村課

北海道卸売市場審議会 商工局商業経済交流課
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不動産取得税等の賦課に係る犯則取締りに関すること。
不動産取得税等及び循環資源利用促進税の賦課に係る不服申立て及び訴訟に関する
こと。

納税課
道税（道税に係る税外諸収入金を含む。）の収納及び決算に関すること。
道税に係る諸証明に関すること。
道税（道税に係る税外諸収入金を含む。）の徴収に関すること（自動車税部の主管
に属するものを除く。）。
道税の徴収に係る犯則取締りに関すること（自動車税部の主管に属するものを除
く。）。
道税の徴収に係る不服申立て及び訴訟に関すること（自動車税部の主管に属するも
のを除く。）。
札幌市における道税の収納事務の指導に関すること。
納税貯蓄組合に関すること。

２ 自動車税部に自動車税課税課及び自動車税納税課を置き、次の事務を分掌させる。
自動車税課税課

自動車税及び自動車取得税（以下この項において「自動車税等」という。）の賦課
（証紙による徴収を含む。以下この項において同じ。）に関すること。
自動車税等の賦課に係る犯則取締りに関すること。
自動車税等の賦課に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
納税相談に関すること。
庶務に関すること。
財務に関すること。
その他自動車税納税課の主管に属しないこと。

自動車税納税課
道税（道税に係る税外諸収入金を含む。）の収納及び決算に関すること。
道税に係る諸証明に関すること。
自動車税等（自動車税等に係る税外諸収入金を含む。）の徴収に関すること（自動
車税課税課の主管に属するものを除く。）。
自動車税等の徴収に係る犯則取締りに関すること（自動車税課税課の主管に属する
ものを除く。）。
自動車税等の徴収に係る不服申立て及び訴訟に関すること（自動車税課税課の主管
に属するものを除く。）。

第 条の７を削る。
第 条を次のように改める。

第 条 削除
第３章第４節第４款を次のように改める。

第４款 削除
第 条から第 条まで 削除
第 条中「及び研究課」を削り、同条総務課の事項第４号中「研究課」を「他課」に改め、
同条研究課の事項を削る。
第 条中「学務課を」を「教育課を」に改め、同条総務課の事項第３号中「（学務課の

主管に属するものを除く。）」を削り、同事項第４号中「学務課」を「教育課」に改め、同
号を同事項第 号とし、同事項第３号の次に次の８号を加える。

学生の募集、入学、退学、休学、修業及び卒業に関すること。
学籍に関すること。
学生の賞罰に関すること。
学生の健康管理に関すること。
授業料等の減免に関すること。
修学資金等に関すること。
図書の管理に関すること。
卒業生に関すること。

第 条学務課の事項中「学務課」を「教育課」に改め、同事項第２号から第４号までを
削り、同事項第５号中「健康管理、生活指導その他の学生の補導」を「生活指導」に改め、
同号を同事項第２号とし、同事項中第６号を第３号とし、第７号から第 号までを削り、同
事項第 号中「学務」を「教育」に改め、同号を同事項第４号とする。
第 条中「総務部」を「企画調整部」に改める。
第 条中「総務部」を「企画調整部」に改め、「及び企画情報課」を削り、同条総務課
の事項第３号中「その他他課（科）」を「その他の科」に改め、同条企画情報課の事項を削
る。
第 条中「及び技術支援課」を削り、同条総務課の事項第３号を削り、同事項第４号中

「その他他課（科）」を「その他の科」に改め、同号を同事項第３号とし、同条技術支援課
の事項を削る。
第 条第２項中「及び企画情報室にそれぞれ次の表の右欄に掲げる課」を「に総務課」
に改め、同項の表を削る。
第 条第３項中「各課」を「の課」に改め、同項総務部の事項及び企画情報室の事項を

削り、同項に次の１事項を加える。
総務課

庶務に関すること。
財務に関すること。
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試験船の維持、運行その他の管理に関すること。
その他他部（課）の主管に属しないこと。

第 条第３項に次の１号を加える。
構造計算適合性判定に関すること。

第 条の 第２項中「出張所（」の次に「小 土木現業所共和出張所、稚内土木現業所
歌登出張所、」を加える。
第 条の見出し中「係等」を「グループ等」に改め、同条第１項中「、当該出先機関の
長は」を削り、「係」を「グループ、課、係」に、「室を置くことができる」を「室（以下
「グループ等」という。）を置く」に改め、同条第２項中「係、科、部門及び室の名称及
び」を「グループ等の」に改める。
第 条の２中「が係」を「が前条第１項のグループ等」に、「係の属する前条第１項
の」を「グループ等の属する」に改める。

る。
別表第８その２企画振興部地域振興・計画局の項中「企画振興部地域振興・計画局」を

「企画振興部地域振興・計画局地域づくり支援室」に改め、同表環境生活部生活局の項の次
に次のように加える。

別表第９課の項組織の欄中「課」を「局及び課」に改め、同項職務の欄中「課の」を削り、
「課長」を「課長等」に改める。
別表第 の の表東京事務所の室の項の次に次のように加える。

別表第８中

「

」

を
職員監 上司の命を受け、職員の苦情の解決の促進及び職員

団体との交渉に関する事務に従事するとともに、当
該事務を総括整理する。

「

」

に、

職員監 上司の命を受け、職員の苦情の解決の促進及び職員
団体との交渉に関する事務に従事するとともに、当
該事務を総括整理する。

危機管理
監

上司の命を受け、危機対策に関する事務に従事する
とともに、当該事務を総括整理する。

「

」

を
保健医療局
医療政策課

医療参事 上司の命を受け、医療供給体制の整備並びに医療技
術者の養成及び確保に係る企画及び調整、医療技術
に係る指導等の事務に従事する。

「

」

に改め

保健医療局
地域医師確
保推進室

医療参事 上司の命を受け、地域の医師確保に関する事務に従
事する。

保健医療局
医療政策課

医療参事 上司の命を受け、医療供給体制の整備並びに医療技
術者の養成及び確保に係る企画及び調整、医療技術
に係る指導等の事務に従事する。

保健福祉部保健医
療局地域医師確保
推進室

地域の医師確保に関する事務

保健福祉部福祉局
ねんりんピック推
進室

第 回全国健康福祉祭北海道・札幌大会に関する事務

別表第 の の表衛生学院の学務課の部中「学務課」を「教育課」に改め、同部総括教務
主幹の項を削る。
別表第 の の表中「札幌中央道税事務所」、「札幌北道税事務所」及び「札幌南道税事

札幌道税事
務所の課

主幹 上司を補佐し、当該組織の主管に属する特定
の事務を処理し、掌理する。

生学院の総務課」を削り、「網走支庁の経済部」を「網走支庁の産業振興部」に改め、

務所」を削り、

「

」

を

「

」

に、

「食品加工研究
センター
北方建築総合
研究所
地質研究所

道立精神科病
院

食品加工研究
センター
北方建築総合
研究所

札幌高等技術
専門学院

副学

」

を

「

」

に改め、「野幌森林公園事務所」及び「衛
道立精神科病
院院長

「

を

中央農業試験
場の企画情報
室
中央水産試験

室長補佐 室長を補佐し、室の事務を整理する。
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務課」に改める。
別表第 の の表電子顕微鏡操作員の項を削る。
別表第 中「経済部商工労働観光課」を「産業振興部商工労働観光課」に改める。

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第

条第３項に１号を加える改正規定は、同月 日から施行する。
（経過措置）

２ 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる本庁及び出先機関の内部組織の職員で
ある者は、別に発令をされない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる本庁及
び出先機関の内部組織の相当の職員となるものとする。

場の企画情報
室

」
「

」

に、

中央農業試験
場の企画情報
室
中央水産試験
場の企画情報
室

室長補佐 室長を補佐し、室の事務を整理する。

工業試験場の
企画調整部

研究主幹 上司の命を受け、企画調整部の所定の事務に
従事する。

「

」

を

「

」

に、「経済部の林務課」を「産業振興部の林

札幌道税事務
所の課
サハリン事務
所
原子力環境セ
ンターの課

道税事務所の
課
サハリン事務
所

企画振興部地域振興・計画局市町村課（財
政グループ及び再建支援グループの職員で
ある者に限る。）

企画振興部地域振興・計画局市町村課市町
村財政健全化支援室

企画振興部地域振興・計画局（地域づくり 企画振興部地域振興・計画局地域づくり支

グループ、地域戦略グループ、特定地域グ
ループ、経済調査グループ及び経済分析グ
ループの職員である者に限る。）

援室

野幌森林公園事務所 環境生活部環境局自然環境課

保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課（健康
福祉祭準備グループの職員である者に限
る。）

保健福祉部福祉局ねんりんピック推進室

札幌中央道税事務所管理課（総務係の職員
である者に限る。）

札幌道税事務所税務管理部課税第一課

札幌中央道税事務所管理課（総務係の職員
である者を除く。）

札幌道税事務所税務管理部納税課

札幌中央道税事務所直税課（不動産取得税
第一係及び不動産取得税第二係の職員であ
る者に限る。）

札幌道税事務所税務管理部課税第二課

札幌中央道税事務所直税課（不動産取得税
第一係及び不動産取得税第二係の職員であ
る者を除く。）

札幌道税事務所税務管理部課税第一課

札幌中央道税事務所間税課 札幌道税事務所税務管理部課税第二課

札幌中央道税事務所納税課 札幌道税事務所税務管理部納税課

札幌北道税事務所管理課（総務係の職員で
ある者に限る。）

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課

札幌北道税事務所管理課（総務係の職員で
ある者を除く。）

札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課

札幌北道税事務所課税課（事業税係の職員
である者に限る。）

札幌道税事務所税務管理部課税第一課

札幌北道税事務所課税課（事業税係の職員
である者を除く。）

札幌道税事務所税務管理部課税第二課

札幌北道税事務所自動車税課 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課

札幌北道税事務所納税課 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課

札幌南道税事務所管理課（総務係の職員で
ある者に限る。）

札幌道税事務所税務管理部課税第一課
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札幌南道税事務所管理課（総務係の職員で
ある者を除く。）

札幌道税事務所税務管理部納税課

札幌南道税事務所課税課（事業税に係る事
務を処理すべきこととされている者に限
る。）

札幌道税事務所税務管理部課税第一課

札幌南道税事務所課税課（事業税に係る事
務を処理すべきこととされている者を除
く。）

札幌道税事務所税務管理部課税第二課

札幌南道税事務所納税課（主幹、副主幹及
び主査に限る。）

札幌道税事務所税務管理部納税課

札幌南道税事務所納税課（主幹、副主幹及
び主査を除く。）

札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課

札幌南道税事務所徴収特別対策課 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課

衛生学院学務課（教務係及び学生係の職員
である者に限る。）

衛生学院総務課

衛生学院学務課（教務係及び学生係の職員
である者を除く。）

衛生学院教育課

地質研究所総務部 地質研究所企画調整部

地質研究所総務部企画情報課 地質研究所企画調整部

小 土木現業所共和出張所施設保全室 小 土木現業所共和出張所

稚内土木現業所歌登出張所施設保全室 稚内土木現業所歌登出張所

３ 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされ
ないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられるものとする。

札幌中央道税事務所管理課長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主幹

札幌中央道税事務所管理課総務係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌中央道税事務所管理課収納管理第一係
長

札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所管理課収納管理第二係
長

札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所直税課長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主幹

札幌中央道税事務所直税課事業税第一係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌中央道税事務所直税課事業税第二係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌中央道税事務所直税課事業税第三係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌中央道税事務所直税課不動産取得税第
一係長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌中央道税事務所直税課不動産取得税第
二係長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌中央道税事務所間税課長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主幹

札幌中央道税事務所間税課間税第一係長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌中央道税事務所間税課間税第二係長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌中央道税事務所間税課軽油引取税調査
係長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌中央道税事務所納税課長 札幌道税事務所税務管理部納税課主幹

札幌中央道税事務所納税課納税第一係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所納税課納税第二係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所納税課納税第三係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所納税課納税第四係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌中央道税事務所納税課納税第五係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌北道税事務所管理課長 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主幹

札幌北道税事務所管理課総務係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所管理課収納管理第一係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌北道税事務所管理課収納管理第二係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌北道税事務所課税課長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主幹

札幌北道税事務所課税課事業税係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査
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札幌北道税事務所課税課不動産取得税第一
係長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌北道税事務所課税課不動産取得税第二
係長

札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌北道税事務所自動車税課長 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主幹

札幌北道税事務所自動車税課自動車税第一
係長

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所自動車税課自動車税第二
係長

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所自動車税課自動車税第三
係長

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所自動車税課自動車税第四
係長

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所自動車税課自動車税第五
係長

札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課
主査

札幌北道税事務所納税課長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主幹

札幌北道税事務所納税課納税第一係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌北道税事務所納税課納税第二係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌北道税事務所納税課納税第三係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌北道税事務所納税課納税第四係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所管理課長 札幌道税事務所税務管理部納税課主幹

札幌南道税事務所管理課総務係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌南道税事務所管理課収納管理第一係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌南道税事務所管理課収納管理第二係長 札幌道税事務所税務管理部納税課主査

札幌南道税事務所課税課長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主幹

札幌南道税事務所課税課事業税第一係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌南道税事務所課税課事業税第二係長 札幌道税事務所税務管理部課税第一課主査

札幌南道税事務所不動産取得税第一係長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌南道税事務所不動産取得税第二係長 札幌道税事務所税務管理部課税第二課主査

札幌南道税事務所納税課長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主幹

札幌南道税事務所納税課納税第一係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所納税課納税第二係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所納税課納税第三係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所納税課納税第四係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所納税課納税第五係長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主査

札幌南道税事務所徴収特別対策課長 札幌道税事務所自動車税部自動車税納税課
主幹

衛生学院学務課総括教務主幹 衛生学院教育課長補佐

札幌土木現業所岩見沢出張所河川係長 札幌土木現業所岩見沢出張所治水係長

札幌土木現業所滝川出張所公園下水道係長 札幌土木現業所滝川出張所下水道係長

渡島支庁産業振興部農村振興課防災ダム係
長

渡島支庁産業振興部農村振興課主査

旭川土木現業所事業部事業課都市整備第一
係長

旭川土木現業所事業部事業課都市整備係長

旭川土木現業所事業部事業課都市整備第二
係長

旭川土木現業所事業部事業課主査

留萌支庁産業振興部農村振興課防災ダム係
長

留萌支庁産業振興部農村振興課主査

網走土木現業所北見出張所道路第一係長 網走土木現業所北見出張所道路係長
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機構改正に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

機構改正に伴う関係規則の整備に関する規則
（北海道職員倫理規則の一部改正）

第１条 北海道職員倫理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
別表第１中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同表第 号中「生涯学習部長」

を「教育職員監」に改め、同号を同表第 号とし、同表第 号中「企画総務部長」を「教
育次長」に改め、同号を同表第 号とし、同表中第 号を第 号とし、第７号から第 号
までを２号ずつ繰り下げ、第６号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。
８ 札幌道税事務所長
別表第１中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の
次に次の１号を加える。
２ 危機管理監
（北海道税条例施行規則の一部改正）

第２条 北海道税条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第１条第５号中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
第３条中「道税事務所の副所長」を「札幌道税事務所の部長」に改める。
第６条第２項中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
第６条の２第１項中「及び第 条の 」を「、第 条の 及び第 条の 」に改め、

「（札幌市を除く。以下この項において同じ。）」を削り、「支庁」の次に「又は札幌道
税事務所」を加え、同条第２項を削る。
第７条、第 条の５第２項及び第 条第１項から第３項までの規定中「道税事務所」を
「札幌道税事務所」に改める。
第 条中「（札幌市長にあっては、札幌中央道税事務所長）」を削る。
第 条の７中「次の各号に掲げる」を「本庁の」に、「それぞれ当該各号に定める」を

「札幌市以外の市町村の」に改め、同条各号を削る。
第 条第２項、第 条の５（見出しを含む。）並びに第 条の６第１項及び第２項中

「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
第 条の７第１項中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改め、同条第２項及び第３
項を削る。
第 条第２項中「又は道税事務所」を削る。
第 条の 第１項及び第２項中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
別記第１号様式の４の２中「道税事務所長」を「札幌道税事務所長」に改める。
別記第９号様式中「第 条、第 条の７関係」を「第 条関係」に改める。
別記第 号様式の５中「道税事務所長」を「札幌道税事務所長」に改める。
別記第 号様式の２の６備考中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
（特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例施行規則の一部改正）
第３条 特定工業等導入地区等における道税の課税の特例に関する条例施行規則（昭和 年
北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第２項中「道税事務所」を「札幌道税事務所」に改める。
（北海道立野幌森林公園駐車場管理規則の一部改正）
第４条 北海道立野幌森林公園駐車場管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次の
ように改正する。
別記様式中「北海道野幌森林公園事務所」を「北海道立野幌森林公園」に改める。
附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

北海道財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道財務規則の一部を改正する規則
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第２号中「監査委員事務局総務課長」を「監査委員事務局総括監査課長」に改める。
第 条第１項中「教育庁企画総務部教職員局給与課長」を「教育庁教育職員局給与課長」
に改める。
第 条第２項第４号中「、給与取扱責任者」を削る。
第 条第２項第１号中「第５条」を「第６条」に改める。
第 条を次のように改める。

第 条 削除

室蘭土木現業所苫小牧出張所河川第一係長 室蘭土木現業所苫小牧出張所河川係長

室蘭土木現業所洞爺出張所道路第一係長 室蘭土木現業所洞爺出張所道路係長

室蘭土木現業所登別出張所道路第一係長 室蘭土木現業所登別出張所道路係長

帯広土木現業所事業部事業課河川第一係長 帯広土木現業所事業部事業課河川係長

釧路土木現業所事業部事業課道路第一係長 釧路土木現業所事業部事業課道路係長
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「札 幌 道 税 事 務 所」に、
「苫 小 牧 地 方 環 境 監 視 セ ン タ ー

を
野 幌 森 林 公 園 事 務 所」

「苫 小 牧 地 方 環 境 監 視 セ ン タ ー」に改める。
別記様式目次中「、 」を削る。
第 号様式中「、第 条」を削り、同様式末尾欄外注１の事項中「、資金前渡員及び給
与取扱責任者の預託金利子の納入」及び「委任又は」を削る。

附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する
条例の施行期日を定める規則

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
（平成 年北海道条例第 号）の施行期日は、平成 年６月１日とする。

訓 令

北海道訓令第 号

本 庁
出 先 機 関

機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令

（北海道事務決裁規程の一部改正）
第１条 北海道事務決裁規程（昭和 年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第４条の３の見出し中「参事監」を「危機管理監等」に改め、同条中「参事監」を「危
機管理監及び参事監」に改める。
別表第２企画振興部地域振興・計画局の事項中「地域振興・計画局」を「地域振興・計

画局地域づくり支援室」に改め、同表建設部住宅局建築指導課の事項第１項の部次長及び
局長専決事項の欄第２号中「第 条第 項」を「第 条第 項」に改める。
別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項第７項中第 号を第 号とし、第 号を第 号

とし、同項第 号中「第 条の８」を「第 条の９」に、「登録簿」を「登録簿等」に改
め、同号を同項第 号とし、同項第 号中「第 条の７第１項」を「第 条の８第１項」
に改め、同号を同項第 号とし、同項第９号中「第 条の６」を「第 条の７」に改め、
同号を同項第 号とし、同項中第８号を第 号とし、第７号を第９号とし、第６号を第８
号とし、同項第５号中「第９条」を「第９条第１項」に改め、同号を同項第６号とし、同
号の次に次の１号を加える。

第９条第２項の規定に基づき、免許を取り消した旨を公告すること。
別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項第７項第４号の次に次の１号を加える。

第８条の２の規定に基づき、二級建築士又は木造建築士の死亡等の届出を受理す
ること。

別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項第７項に次の１号を加える。
第 条第４項において準用する第 条第５項の規定に基づき、処分をした旨を公

告すること。
別表第４野幌森林公園事務所の事項を削り、同表水産孵化場の事項の次に次の１事項を
加える。
北方建築総合研究所
１ 建築基準法の施行に関する事務

第６条第５項、第６条の２第３項又は第 条第４項の規定に基づき、構造計算適
合性判定を行うこと。
第６条第７項、第６条の２第４項又は第 条第６項の規定に基づき、構造計算に

関して専門的な識見を有する者の意見を聴くこと。
第６条第８項、第６条の２第５項又は第 条第７項の規定に基づき、構造計算適

合性判定結果通知書の交付を行うこと。
第６条第９項、第６条の２第６項又は第 条第８項の規定に基づき、構造計算適

合性判定期間の延長を行い、その旨及びその延長する期間並びにその延長する理由
を記載した通知書を交付すること。

別表第４の土木現業所の事項第 項中第 号を第 号とし、第 号を第 号とし、同項
第 号中「第 条の８」を「第 条の９」に、「登録簿」を「登録簿等」に改め、同号を
同項第 号とし、同項第 号中「第 条の７第１項」を「第 条の８第１項」に改め、同
号を同項第 号とし、同項第９号中「第 条の６」を「第 条の７」に改め、同号を同項
第 号とし、同項中第８号を第 号とし、第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、同
項第５号中「第９条」を「第９条第１項」に改め、同号を同項第６号とし、同号の次に次

別表第１中「各 道 税 事 務 所」を
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の１号を加える。
第９条第２項の規定に基づき、免許を取り消した旨を公告すること。

別表第４の土木現業所の事項第 項第４号の次に次の１号を加える。
第８条の２の規定に基づき、二級建築士又は木造建築士の死亡等の届出を受理す
ること。

別表第４の土木現業所の事項第 項に次の１号を加える。
第 条第４項において準用する第 条第５項の規定に基づき、処分をした旨を公

告すること。
別表第６の局長の決裁事項の項中「にあっては局次長」を「であって当該局次長の主管
する事務については当該局次長」に改め、同表の東京事務所長の決裁事項の項の次に次の
１事項を加える。

別表第６の札幌中央道税事務所長の決裁事項の項、札幌北道税事務所長の決裁事項の項、
札幌南道税事務所長の決裁事項の項及び野幌森林公園事務所長の決裁事項の項を削り、同
表の地質研究所長の決裁事項の項中「総務部長」を「企画調整部長」に改める。
（北海道消防関係職員服制の一部改正）

第２条 北海道消防関係職員服制（昭和 年北海道訓令第 号）の一部を次のように改正す
る。

札幌道税事務所長
の決裁事項

税務管理部長（自動車税
部の主管する事務につい
ては、自動車税部長とす
る。）

課税第一課長
（自動車税部の主管する
事務については、自動車
税課税課長とする。）

別表第１中

「

」

を

「

」

に改める。

総

務

部

長

総

務

部

危

機

管

理

監

附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。ただし、第１条中北海道事務決裁規程別表
第２の建設部住宅局建築指導課の事項の改正規定、別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項
の改正規定、同表の水産孵化場の事項の次に１事項を加える改正規定及び同表の土木現業所
の事項の改正規定は、同月 日から施行する。

北海道訓令第 号

本 庁
出 先 機 関

北海道文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道文書管理規程の一部を改正する訓令

北海道文書管理規程（平成 年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
別表の付表中
「

」
を地域振興・計画局（計画室、市町村課及び統計課を除く。） 地 計

附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会

訓 令

「
」
に、地域振興・計画局地域づくり支援室 地 支

「
」
を総務課 保 総

「

」
に、

総務課 保 総
保健医療局地域医師確保推進室 医 推

「
」
を保健医療局国民健康保険課 国 保

「

」
に改める。

保健医療局国民健康保険課 国 保
福祉局ねんりんピック推進室 ね ん 推
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北 海 道

北海道教育委員会
訓令第１号

庁 中 一 般
部 局

北方領土隣接地域振興対策連絡協議会設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇

北方領土隣接地域振興対策連絡協議会設置規程の一部を改正する訓令
北方領土隣接地域振興対策連絡協議会設置規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会訓令

第１号）の一部を次のように改正する。
第３条第３項中「北海道教育庁企画総務部長の職にある者」を「北海道教育庁教育次長の

職にある者のうち北海道教育委員会教育長の指名する者」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会 訓 令
北 海 道 警 察 本 部

北 海 道

北海道教育委員会訓令第１号

北海道警察本部

庁 中 一 般
部 局

機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史

機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令
（北海道交通安全総合対策本部設置規程及び北海道青少年健全育成推進本部設置規程の一
部改正）

第１条 次に掲げる訓令の規定中「北海道教育庁生涯学習部長」を「北海道教育庁教育次長
の職にある者のうち北海道教育委員会教育長の指定するもの」に改める。

北海道交通安全総合対策本部設置規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海道
警察本部訓令第１号）第３条第４項
北海道青少年健全育成推進本部設置規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海

道警察本部訓令第１号）第３条第４項
（消費生活安定会議規程の一部改正）
第２条 消費生活安定会議規程（昭和 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部訓令
第２号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「北海道教育庁企画総務部長」を「北海道教育庁教育次長の職にある者
のうち北海道教育委員会教育長の指定する者」に改める。
（北海道人権施策推進本部設置規程の一部改正）
第３条 北海道人権施策推進本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警
察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「教育庁企画総務部長」を「教育庁教育次長の職にある者のうち北海道
教育委員会教育長の指定する者」に改める。
（北海道男女平等参画推進本部設置規程の一部改正）
第４条 北海道男女平等参画推進本部設置規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海
道警察本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「教育庁企画総務部長、教育庁生涯学習部長」を「教育庁教育次長の職
にある者のうち北海道教育委員会教育長の指定する者」に改める。
（北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部改正）
第５条 北海道経済・雇用対策推進本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北
海道警察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「知事政策部長」の次に「、知事政策部参事監」を加える。

別表中
「

」
を

「

」

に、
「知 事 政 策 部 長

知 事 政 策 部 長 教育庁企画
知事政策部参事監

（北海道生涯学習推進本部設置規程の一部改正）
第６条 北海道生涯学習推進本部設置規程（平成２年北海道・北海道教育委員会・北海道警
察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「北海道教育庁の部長」を「北海道教育庁教育次長」に改める。

」
を

「

」

に改める。
教 育 庁 教 育 次 長
（教育長の指定する
者に限る。）

総務部長
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第７条中「北海道教育庁生涯学習部生涯学習推進局生涯学習課」を「北海道教育庁生涯
学習推進局生涯学習課」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道
北 海 道 企 業 局 訓 令
北海道教育委員会

北 海 道

北 海 道 企 業 局訓令第１号

北海道教育委員会

庁 中 一 般
部 局

北海道土地・水対策連絡協議会設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇

北海道土地・水対策連絡協議会設置規程の一部を改正する訓令
北海道土地・水対策連絡協議会設置規程（昭和 年北海道・北海道企業局・北海道教育委

員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第３条第３項中「北海道教育庁生涯学習部長」を「北海道教育庁教育次長の職にある者の

うち北海道教育委員会教育長の指定する者」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道

北 海 道 企 業 局訓令第２号

北海道教育委員会

庁 中 一 般
部 局

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ

北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令
北海道苫小牧東部開発本部規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海道企業局訓令
第２号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「北海道教育庁企画総務部長」を「北海道教育庁教育次長の職にある者の
うち北海道教育委員会教育長の指定する者」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会

訓 令
北 海 道 警 察 本 部
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会
訓令第１号

北海道警察本部

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

新しい総合計画検討委員会設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇
北 海 道 警 察 本 部 長 口 建 史
北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博

新しい総合計画検討委員会設置規程の一部を改正する訓令
新しい総合計画検討委員会設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本
部・北海道企業局訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第３条第３項中「、参事監」を「（部長相当職を含む。）の職にある者のうち知事の指定
する者」に、「教育庁企画総務部長」を「教育庁教育次長の職にある者のうち教育長の指定
する者」に改める。
第６条第２項中「教育庁企画総務部総務政策局教育政策課長」を「教育庁総務政策局教育
政策課長」に改める。
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附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会
北海道人事委員会
北 海 道 監 査 委 員 訓 令
北海道労働委員会
北 海 道 議 会
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会

北海道人事委員会

北海道監査委員訓令第２号

北海道労働委員会

北 海 道 議 会

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

第 回全国植樹祭北海道実施本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年５月 日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇
北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道代表監査委員 宮 間 利 一
北海道労働委員会会長 曽 根 理 之
北 海 道 議 会 議 長 釣 部 勲
北海道公営企業管理者 梶 本 孝 博

第 回全国植樹祭北海道実施本部設置規程の一部を改正する訓令
第 回全国植樹祭北海道実施本部設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道

人事委員会・北海道監査委員・北海道労働委員会・北海道議会・北海道企業局訓令第１号）
の一部を次のように改正する。
別表第３中

を

「
教育庁企画総務部長
教育庁生涯学習部長

」

「
教 育 庁 教 育 次 長

教育庁教育次長兼教育職員監
」

に改める。
別表第４中「企画振興部地域振興・計画局長」の次に「兼地域づくり支援室長」を加え、

を

に、「教育庁企画総務部総務政策局長」を「教育庁総務政策局長」に、「教育庁企画総務部
教職員局長」を「教育庁学校教育局長」に、「教育庁新しい高校づくり推進室長」を「教育
庁生涯学習推進局長」に、「教育庁生涯学習部生涯学習推進局長」を「教育庁新しい高校づ
くり推進室長」に、

「

」

同
同

企画振興部新幹線・交通企画局新幹線対策室長
企画振興部科学 振興局次長

「
」

同 企画振興部新幹線・交通企画局新幹線対策室長

を

に改める。
別表第５特別接伴部の部中「教育庁企画総務部総務政策局教育政策課長」を「教育庁総務
政策局教育政策課長」に、「教育庁企画総務部総務政策局教育政策課主幹」を「教育庁総務
政策局教育政策課主幹」に、「監査委員事務局総務課主幹」を「監査委員事務局総括監査課
主幹」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年６月１日から施行する。

道 人 事 委 員 会 規 則

「

」

同
同

教育庁生涯学習部生涯学習推進局次長
教育庁生涯学習部学校教育局長

「
」

同 教育庁教育職員局長
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職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成 年５月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則６

職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則
職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則（北海道人事委員会規則６
６）の一部を次のように改正する。
別表第１の教育委員会の項中「本庁の部長」を「教育次長」に改める。
別表第２の２の項中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に、「第２条第

４項」を「第２条第５項」に、「海技従事者」を「海技士」に改める。
附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を

次のように改正する。
第８条第１項中「並びに黄熱」を削る。

附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則
管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次のように改正する。
別表第１アの表本庁の部中

「職員監「職員監 を 危機管理監 に改め、同表道税事務所の部を次のように改める。参事監」 参事監 」

別表中

「

」

を

患者又は患
の消毒又は訪問
指導
診療又は看護

感染症予防法第６条第２項から第４項までに規
定する感染症及び人事委員会がこれらに相当す
ると認める感染症並びに黄熱

検診又は戸口調査 感染症予防法第６条第２項から第４項までに規
定する感染症及び人事委員会がこれらに相当す
ると認める感染症

「

」

に改める。

患者又は患
の消毒又は訪問
指導
検診又は戸口

調査
診療又は看護

感染症予防法第６条第２項から第４項までに規
定する感染症及び人事委員会がこれらに相当す
ると認める感染症

札幌道税事務所 所長
部長

１種

課長 ２種

主幹 ４種

別表第１アの表野幌森林公園事務所の部を削り、同表衛生学院の部中「参事」を削り、同
部総括教務主幹の項を削り、同表札幌高等技術専門学院の部中「副学院長」を削る。

別表第２イの表本庁の部中「部長」を「教育次長（総括） に改める。教育次長 」
附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年５月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７ ）の一部を次

のように改正する。
別表第１アの表９級の項標準的な職務の欄第３項中「部長」を「教育次長」に改め、同欄
中第５項及び第６項を削り、第７項を第５項とし、第８項を第６項とし、同表 級の項標準
的な職務の欄第２項の次に次の４項を加える。
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３ 教育庁の教育次長（総括）の職務
４ 議会事務局の長の職務
５ 監査委員事務局の長の職務
６ 人事委員会事務局の長の職務
附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。

公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年５月 日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則

公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則（北海道人事委員会規則 １）の一

部を次のように改正する。
別表第１中「公立学校共済組合北海道支部」、「財団法人北海道環境財団」及び「社団法

人北海道総合在宅ケア事業団」を削り、
「社団法人北海道国際農業交流協会」を
「社団法人北海道国際農業交流協会
社団法人北海道治山林道協会 」

に改める。

附 則

この規則は、平成 年６月１日から施行する。



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年５月 日（木曜日）

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


